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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
近代国家として対外発展戦略の一側面として、常に、海洋戦略があります。
我が国では、その海洋戦略は、海軍力に裏付けられた対外拡張志向の発展戦略でしたが、太平洋戦争の敗北により挫折しました。
そして、戦後、軽武装の商業国家、通商国民として、自由貿易体制の下で対外的に開かれた国家戦略として、海洋国家日本を構想してきました。
しかしながら、戦後歴代の内閣は、海洋基本法が制定されるまでは、　海洋政策を一体的にまとめることはなく、バラバラに対外的に展開してきました。
私が海洋問題への関心を覚えたのは、高坂先生の「海洋国家日本の構想」を読んだのが始まりでした。先生の本では、バラバラに対外的に展開してきた戦後の状況を、「視野の広さを失いつつあり、島国になりつつある」と表現されているように思います。
また、国際法の観点からも高坂先生は、「海洋の自由の原則が不十分になり始めることや、海は資源としての意味をもつ」ことを1960年代に示しておられ、海洋の重要性と海洋開発への積極参加を提示されています。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
海洋基本法制定に至る経緯を振り返ると、3つのメインストリームがありました。1つめは、1996年に日本が国連海洋法条約を批准したこと。同条約に基づいて、排他的経済水域・大陸棚の管理など、わが国の海域をめぐる政策課題が浮上しました。2つめは、海洋安全保障の観点から関心が広がり始めたこと。当時、東シナ海における日中両国間の海洋権益をめぐる対立の顕在化してきていました。3つめは、日本財団や海洋政策研究財団（当時）の取組みです。海洋に大きな関心を持ち、総合的な海洋政策の策定や海洋基本法の制定などを提言してきた。これら3つが結びついて、1つの大きな流れができ、2006年4月の超党派の海洋基本法研究会の設立につながりました。
海洋基本法研究会の特徴は、国会議員だけでなく民間の海洋に関わる有識者が加わり、重要な役割を果たしたことです。さらに、海洋に関わる各省庁がオブザーバ参加し、海洋基本法研究会が極めて強い求心力を持って法制定に向けてイニシアティブを取ることができました。たまたま私が代表世話人になり、座長に石破さん、ほか民主党（当時）の前原さん、長島さん、細野さん、公明党の高野さん、大口さんなど、党派を超えた国会議員が加わりました。
海洋基本法には、共産党からも支持があり、結果、あらゆる意味で超党派の支持を得た珍しい法案になりました。超党派でやろうと言ったのは私だが、その理由は、海洋の問題は特定の利害を超えた、国民全体の大きな関心事であり、偏った形で取り組むのは間違っていると考えたからです。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
わが国の海洋政策を組み立てるとき、「ガバナンス」が重要になります。
海洋の問題は各省庁に細かく分かれており、互いに連携して戦略的に目的を設定し、協力して政策を進めるという仕組はなかったため、海洋基本法を作るときには、海洋に関わる省庁が連携できる仕組みを重視しました。
各省庁にまたがる政策の立案、策定、実行のためには、強いリーダーシップが必要不可欠です。したがって内閣に総合海洋政策本部を設けて総理の力を最大限生かす形にし、リーダーシップを発揮できる体制を整えました。また、内閣官房に置かれた事務局に、各省庁から職員を出してもらい、意見を調整できるようにしました。
しかし、各省庁が持ち上げるボトムアップの政策を調整しても、新しい政策は生まれません。そこで、トップダウンで新しい政策を組み立てる仕組みを作ろうと考えました。本部のもとに有識者からなる参与会議を設けて、海洋に関わる英知を集め、総理に直接意見具申できる仕組みを作りました。このように、本部のリーダーシップのもとでトップダウンとボトムアップの2つの政策を組み合わせて総合的に実施することが、海洋基本法の「ガバナンス」の考え方でした。
当初は内閣官房に設置されていた事務局は、今年４月から内閣府に移管され、有人国境離島法に係る事務も所掌しております。ようやく事業予算を持てるようになったことから期待しております。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第１期の海洋基本計画は、具体性に欠ける記述でしたが、海賊や大陸棚延長申請などの緊急性の高い課題には対応が行われました。
しかしながら、重要な役割を担う参与会議は、まだ十分に機能していませんでした。
私自身は、海洋基本法が制定された2007年の参議院選挙で落選したため、しばらく海洋の問題から離れていました。その後、再び関わることになって、その実態を見て驚きました。参与会議が機能しておらず、参与が任命もされていなかったのです。当時は民主党政権だったので、海洋基本法制定時の仲間だった海洋政策担当大臣の前原さんに、一緒に作った海洋基本法の仕組みが機能していないことを申し上げ、そして、参与を再度任命してもらいました。海洋基本法を超党派で作ったことのメリットを、このとき改めて強く実感しました。おかげで、死にかかっていた参与会議を復活させることができました。

第２期は具体的な政策を議論するPTが参与会議のもとに設置され、議論が重ねられ、具体的な計画になりました。ところが、トップダウンで具体的な政策を作成したとしても、各省庁が必ずしもそれを実行するとは限りません。現に、第2期海洋基本計画は非常に具体的な中身を持った良いものであっても、実行されずにいるものも多いという問題が残りました。
また、海底鉱物資源に関わる海洋調査産業を育成するための戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）を開始してもらいましたが、ここでも、強い指導力が求められました。各省庁の連携が行われず、内閣府のC評価を受け、予算が削減されました。その後、体制を強化しB評価にもどったものの、海洋は、誰かが常にグリップを締めて各省庁を連携させるようにしなければならない、実に難しい分野であることを実感しました。

更に第２期では、排他的経済水域の開発・利用・保全等に関わる法整備を中心に据えて、各省庁を束ねることができないかと考えました。排他的経済水域には、外交の問題、既存産業と新たな産業の調整、環境保全と持続可能な開発など、さまざまな問題があり、それらをどのように克服して法整備を進めるかが、重要な課題でした。参与会議のPTに加えて、自民党内にも法整備のためのWGを作り議論を進めているが、いまだ超党派で法案を出す合意の形成には至っていません。

これから策定する第3期海洋基本計画は、各省庁が確実に実行していく、実行可能な計画にしなければならない。それが、過去2回からの経験則です。多分野横断型の政策概念として広義の海洋安全保障を打ち出し、各省庁の連携を強化することなどが必要です。
同じ経済産業省でも、国内産業の育成の観点と、効率的な海外企業の活用による海洋資源の開発能力の強化の観点が混在しています。
また、排他的経済水域の開発・利用・保全等の法整備や海洋教育・人材育成など、第３期に実施することは多いです。

【参考情報】
2014年度：「海洋産業の振興・創出」PT、「海洋の安全の確保」PT、「海洋情報の一元化と公開」PT、「人材の育成」PT
2013年度：「フォローアップのあり方」、「新海洋産業振興・創出」、「海洋調査及び海洋情報一元化・公開」、「EEZ等の海域管理のあり方」
2014年度と2015年度：新たに任命された参与のもと、「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋環境の保全等の在り方」、「海洋産業人材育成・教育」（2014年度のみ）、「海洋科学技術」（2015年度のみ）のテーマでPTの議論が行われた。
2016年度：「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋観測強化」、「総合的な沿岸域の環境管理の在り方」
2017年度：基本計画委員会、安全保障小委員会、産業利用の促進PT、海洋環境PT、海洋人材PT
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第１期の海洋基本計画は、具体性に欠ける記述でしたが、海賊や大陸棚延長申請などの緊急性の高い課題には対応が行われました。
しかしながら、重要な役割を担う参与会議は、まだ十分に機能していませんでした。
私自身は、海洋基本法が制定された2007年の参議院選挙で落選したため、しばらく海洋の問題から離れていました。その後、再び関わることになって、その実態を見て驚きました。参与会議が機能しておらず、参与が任命もされていなかったのです。当時は民主党政権だったので、海洋基本法制定時の仲間だった海洋政策担当大臣の前原さんに、一緒に作った海洋基本法の仕組みが機能していないことを申し上げ、そして、参与を再度任命してもらいました。海洋基本法を超党派で作ったことのメリットを、このとき改めて強く実感しました。おかげで、死にかかっていた参与会議を復活させることができました。

第２期は具体的な政策を議論するPTが参与会議のもとに設置され、議論が重ねられ、具体的な計画になりました。ところが、トップダウンで具体的な政策を作成したとしても、各省庁が必ずしもそれを実行するとは限りません。現に、第2期海洋基本計画は非常に具体的な中身を持った良いものであっても、実行されずにいるものも多いという問題が残りました。
また、海底鉱物資源に関わる海洋調査産業を育成するための戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）を開始してもらいましたが、ここでも、強い指導力が求められました。各省庁の連携が行われず、内閣府のC評価を受け、予算が削減されました。その後、体制を強化しB評価にもどったものの、海洋は、誰かが常にグリップを締めて各省庁を連携させるようにしなければならない、実に難しい分野であることを実感しました。

更に第２期では、排他的経済水域の開発・利用・保全等に関わる法整備を中心に据えて、各省庁を束ねることができないかと考えました。排他的経済水域には、外交の問題、既存産業と新たな産業の調整、環境保全と持続可能な開発など、さまざまな問題があり、それらをどのように克服して法整備を進めるかが、重要な課題でした。参与会議のPTに加えて、自民党内にも法整備のためのWGを作り議論を進めているが、いまだ超党派で法案を出す合意の形成には至っていません。

これから策定する第3期海洋基本計画は、各省庁が確実に実行していく、実行可能な計画にしなければならない。それが、過去2回からの経験則です。多分野横断型の政策概念として広義の海洋安全保障を打ち出し、各省庁の連携を強化することなどが必要です。
同じ経済産業省でも、国内産業の育成の観点と、効率的な海外企業の活用による海洋資源の開発能力の強化の観点が混在しています。
また、排他的経済水域の開発・利用・保全等の法整備や海洋教育・人材育成など、第３期に実施することは多いです。

【参考情報】
2014年度：「海洋産業の振興・創出」PT、「海洋の安全の確保」PT、「海洋情報の一元化と公開」PT、「人材の育成」PT
2013年度：「フォローアップのあり方」、「新海洋産業振興・創出」、「海洋調査及び海洋情報一元化・公開」、「EEZ等の海域管理のあり方」
2014年度と2015年度：新たに任命された参与のもと、「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋環境の保全等の在り方」、「海洋産業人材育成・教育」（2014年度のみ）、「海洋科学技術」（2015年度のみ）のテーマでPTの議論が行われた。
2016年度：「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋観測強化」、「総合的な沿岸域の環境管理の在り方」
2017年度：基本計画委員会、安全保障小委員会、産業利用の促進PT、海洋環境PT、海洋人材PT
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第１期の海洋基本計画は、具体性に欠ける記述でしたが、海賊や大陸棚延長申請などの緊急性の高い課題には対応が行われました。
しかしながら、重要な役割を担う参与会議は、まだ十分に機能していませんでした。
私自身は、海洋基本法が制定された2007年の参議院選挙で落選したため、しばらく海洋の問題から離れていました。その後、再び関わることになって、その実態を見て驚きました。参与会議が機能しておらず、参与が任命もされていなかったのです。当時は民主党政権だったので、海洋基本法制定時の仲間だった海洋政策担当大臣の前原さんに、一緒に作った海洋基本法の仕組みが機能していないことを申し上げ、そして、参与を再度任命してもらいました。海洋基本法を超党派で作ったことのメリットを、このとき改めて強く実感しました。おかげで、死にかかっていた参与会議を復活させることができました。

第２期は具体的な政策を議論するPTが参与会議のもとに設置され、議論が重ねられ、具体的な計画になりました。ところが、トップダウンで具体的な政策を作成したとしても、各省庁が必ずしもそれを実行するとは限りません。現に、第2期海洋基本計画は非常に具体的な中身を持った良いものであっても、実行されずにいるものも多いという問題が残りました。
また、海底鉱物資源に関わる海洋調査産業を育成するための戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）を開始してもらいましたが、ここでも、強い指導力が求められました。各省庁の連携が行われず、内閣府のC評価を受け、予算が削減されました。その後、体制を強化しB評価にもどったものの、海洋は、誰かが常にグリップを締めて各省庁を連携させるようにしなければならない、実に難しい分野であることを実感しました。

更に第２期では、排他的経済水域の開発・利用・保全等に関わる法整備を中心に据えて、各省庁を束ねることができないかと考えました。排他的経済水域には、外交の問題、既存産業と新たな産業の調整、環境保全と持続可能な開発など、さまざまな問題があり、それらをどのように克服して法整備を進めるかが、重要な課題でした。参与会議のPTに加えて、自民党内にも法整備のためのWGを作り議論を進めているが、いまだ超党派で法案を出す合意の形成には至っていません。

これから策定する第3期海洋基本計画は、各省庁が確実に実行していく、実行可能な計画にしなければならない。それが、過去2回からの経験則です。多分野横断型の政策概念として広義の海洋安全保障を打ち出し、各省庁の連携を強化することなどが必要です。
同じ経済産業省でも、国内産業の育成の観点と、効率的な海外企業の活用による海洋資源の開発能力の強化の観点が混在しています。
また、排他的経済水域の開発・利用・保全等の法整備や海洋教育・人材育成など、第３期に実施することは多いです。

【参考情報】
2014年度：「海洋産業の振興・創出」PT、「海洋の安全の確保」PT、「海洋情報の一元化と公開」PT、「人材の育成」PT
2013年度：「フォローアップのあり方」、「新海洋産業振興・創出」、「海洋調査及び海洋情報一元化・公開」、「EEZ等の海域管理のあり方」
2014年度と2015年度：新たに任命された参与のもと、「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋環境の保全等の在り方」、「海洋産業人材育成・教育」（2014年度のみ）、「海洋科学技術」（2015年度のみ）のテーマでPTの議論が行われた。
2016年度：「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋観測強化」、「総合的な沿岸域の環境管理の在り方」
2017年度：基本計画委員会、安全保障小委員会、産業利用の促進PT、海洋環境PT、海洋人材PT
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第１期の海洋基本計画は、具体性に欠ける記述でしたが、海賊や大陸棚延長申請などの緊急性の高い課題には対応が行われました。
しかしながら、重要な役割を担う参与会議は、まだ十分に機能していませんでした。
私自身は、海洋基本法が制定された2007年の参議院選挙で落選したため、しばらく海洋の問題から離れていました。その後、再び関わることになって、その実態を見て驚きました。参与会議が機能しておらず、参与が任命もされていなかったのです。当時は民主党政権だったので、海洋基本法制定時の仲間だった海洋政策担当大臣の前原さんに、一緒に作った海洋基本法の仕組みが機能していないことを申し上げ、そして、参与を再度任命してもらいました。海洋基本法を超党派で作ったことのメリットを、このとき改めて強く実感しました。おかげで、死にかかっていた参与会議を復活させることができました。

第２期は具体的な政策を議論するPTが参与会議のもとに設置され、議論が重ねられ、具体的な計画になりました。ところが、トップダウンで具体的な政策を作成したとしても、各省庁が必ずしもそれを実行するとは限りません。現に、第2期海洋基本計画は非常に具体的な中身を持った良いものであっても、実行されずにいるものも多いという問題が残りました。
また、海底鉱物資源に関わる海洋調査産業を育成するための戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）を開始してもらいましたが、ここでも、強い指導力が求められました。各省庁の連携が行われず、内閣府のC評価を受け、予算が削減されました。その後、体制を強化しB評価にもどったものの、海洋は、誰かが常にグリップを締めて各省庁を連携させるようにしなければならない、実に難しい分野であることを実感しました。

更に第２期では、排他的経済水域の開発・利用・保全等に関わる法整備を中心に据えて、各省庁を束ねることができないかと考えました。排他的経済水域には、外交の問題、既存産業と新たな産業の調整、環境保全と持続可能な開発など、さまざまな問題があり、それらをどのように克服して法整備を進めるかが、重要な課題でした。参与会議のPTに加えて、自民党内にも法整備のためのWGを作り議論を進めているが、いまだ超党派で法案を出す合意の形成には至っていません。

これから策定する第3期海洋基本計画は、各省庁が確実に実行していく、実行可能な計画にしなければならない。それが、過去2回からの経験則です。多分野横断型の政策概念として広義の海洋安全保障を打ち出し、各省庁の連携を強化することなどが必要です。
同じ経済産業省でも、国内産業の育成の観点と、効率的な海外企業の活用による海洋資源の開発能力の強化の観点が混在しています。
また、排他的経済水域の開発・利用・保全等の法整備や海洋教育・人材育成など、第３期に実施することは多いです。

【参考情報】
2014年度：「海洋産業の振興・創出」PT、「海洋の安全の確保」PT、「海洋情報の一元化と公開」PT、「人材の育成」PT
2013年度：「フォローアップのあり方」、「新海洋産業振興・創出」、「海洋調査及び海洋情報一元化・公開」、「EEZ等の海域管理のあり方」
2014年度と2015年度：新たに任命された参与のもと、「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋環境の保全等の在り方」、「海洋産業人材育成・教育」（2014年度のみ）、「海洋科学技術」（2015年度のみ）のテーマでPTの議論が行われた。
2016年度：「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋観測強化」、「総合的な沿岸域の環境管理の在り方」
2017年度：基本計画委員会、安全保障小委員会、産業利用の促進PT、海洋環境PT、海洋人材PT
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第１期の海洋基本計画は、具体性に欠ける記述でしたが、海賊や大陸棚延長申請などの緊急性の高い課題には対応が行われました。
しかしながら、重要な役割を担う参与会議は、まだ十分に機能していませんでした。
私自身は、海洋基本法が制定された2007年の参議院選挙で落選したため、しばらく海洋の問題から離れていました。その後、再び関わることになって、その実態を見て驚きました。参与会議が機能しておらず、参与が任命もされていなかったのです。当時は民主党政権だったので、海洋基本法制定時の仲間だった海洋政策担当大臣の前原さんに、一緒に作った海洋基本法の仕組みが機能していないことを申し上げ、そして、参与を再度任命してもらいました。海洋基本法を超党派で作ったことのメリットを、このとき改めて強く実感しました。おかげで、死にかかっていた参与会議を復活させることができました。

第２期は具体的な政策を議論するPTが参与会議のもとに設置され、議論が重ねられ、具体的な計画になりました。ところが、トップダウンで具体的な政策を作成したとしても、各省庁が必ずしもそれを実行するとは限りません。現に、第2期海洋基本計画は非常に具体的な中身を持った良いものであっても、実行されずにいるものも多いという問題が残りました。
また、海底鉱物資源に関わる海洋調査産業を育成するための戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）を開始してもらいましたが、ここでも、強い指導力が求められました。各省庁の連携が行われず、内閣府のC評価を受け、予算が削減されました。その後、体制を強化しB評価にもどったものの、海洋は、誰かが常にグリップを締めて各省庁を連携させるようにしなければならない、実に難しい分野であることを実感しました。

更に第２期では、排他的経済水域の開発・利用・保全等に関わる法整備を中心に据えて、各省庁を束ねることができないかと考えました。排他的経済水域には、外交の問題、既存産業と新たな産業の調整、環境保全と持続可能な開発など、さまざまな問題があり、それらをどのように克服して法整備を進めるかが、重要な課題でした。参与会議のPTに加えて、自民党内にも法整備のためのWGを作り議論を進めているが、いまだ超党派で法案を出す合意の形成には至っていません。

これから策定する第3期海洋基本計画は、各省庁が確実に実行していく、実行可能な計画にしなければならない。それが、過去2回からの経験則です。多分野横断型の政策概念として広義の海洋安全保障を打ち出し、各省庁の連携を強化することなどが必要です。
同じ経済産業省でも、国内産業の育成の観点と、効率的な海外企業の活用による海洋資源の開発能力の強化の観点が混在しています。
また、排他的経済水域の開発・利用・保全等の法整備や海洋教育・人材育成など、第３期に実施することは多いです。

【参考情報】
2014年度：「海洋産業の振興・創出」PT、「海洋の安全の確保」PT、「海洋情報の一元化と公開」PT、「人材の育成」PT
2013年度：「フォローアップのあり方」、「新海洋産業振興・創出」、「海洋調査及び海洋情報一元化・公開」、「EEZ等の海域管理のあり方」
2014年度と2015年度：新たに任命された参与のもと、「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋環境の保全等の在り方」、「海洋産業人材育成・教育」（2014年度のみ）、「海洋科学技術」（2015年度のみ）のテーマでPTの議論が行われた。
2016年度：「新海洋産業振興・創出」、「海域の利用の促進等の在り方」、「海洋観測強化」、「総合的な沿岸域の環境管理の在り方」
2017年度：基本計画委員会、安全保障小委員会、産業利用の促進PT、海洋環境PT、海洋人材PT
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